
徳
島
県
告
示
第
百
三
十
七
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
竣
功
を
認
可
し
た
。

し
ゆ
ん

令
和
八
年
三
月
十
三
日

徳
島
小
松
島
港
港
湾
管
理
者

徳
島
県

代
表
者

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

竣
功
認
可
を
受
け
た
者

し
ゆ
ん

１

氏
名
又
は
名
称

徳
島
県

２

住

所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

３

代
表
者
の
氏
名

徳
島
県
知
事

後
藤
田
正
純

４

代
表
者
の
住
所

徳
島
市
幸
町
一
丁
目
三
七
番
地

二

埋
立
区
域

１

位
置
３
工
区

小
松
島
市
和
田
島
町
字
松
田
新
田
一
六
五
番
の
一
七
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域
次
の

の
地
点
か
ら

の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ん
だ

213

214

214

213

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

の
地
点

基
点
（
三
等
三
角
点
田
野
北
緯
三
三
度
五
八
分
四
六
秒
、
東
経
一
三
四
度
三
六
分
二
六

213

秒
）
か
ら
五
五
度
五
〇
分
四
一
秒
二
、
四
二
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
四
八
度
五
六
分
二
四
秒
二
五
七
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

210

213

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
四
八
度
五
六
分
二
七
秒
一
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

209

210

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
三
八
度
五
六
分
二
三
秒
一
〇
六
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

208

209

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
三
六
度
二
九
分
四
九
秒
二
七
四
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

214

208

３

面
積

二
四
、
〇
四
四
・
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

１

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日

平
成
六
年
十
二
月
二
十
七
日

２

埋
立
て
の
免
許
の
番
号

徳
島
県
指
令
港
港
第
二
百
七
十
二
号

四

竣
功
認
可
の
年
月
日

令
和
八
年
三
月
十
三
日

し
ゆ
ん

五

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村
名

小
松
島
市


